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１．はじめに 

 国土交通省においては、競争参加者に技術提案を求め、これらと価格を総合的に考慮して落札者を決定する

総合評価方式を平成１１年度より試行してきたが、平成１７年４月に施行された「公共工事の品質確保の促進

に関する法律」（以下「品確法」という）を踏まえ、総合評価方式のより一層の活用促進に努めている。 

特に品確法により、技術提案をより優れたものとするために発注者と競争参加者の技術対話を通じて技術提

案の改善を行うこと（第１３条）や、技術提案をもとに予定価格を作成すること（第１４条）が可能となり、

技術的な工夫の余地が大きい工事においてこれらの手続を導入することにより、民間企業が有する高い技術力

を有効に活用し、工事の価値の向上を図ることが期待されている。一方、発注者の恣意が入りやすく、手続の

公正さを確保するため、運用にあたっての基本的な考え方を定めておく必要があると考えられる。 

このため、国土技術政策総合研究所が設置している「公共工事における総合評価方式活用検討委員会」（委

員長：小澤一雅 東京大学大学院工学系研究科教授）において手続の具体化の検討を行い、平成１８年４月に

委員会の提言として「高度技術提案型総合評価方式の手続について」をとりまとめた。 

ここでは、品確法の施行を踏まえて平成１７年度に各地方整備局において先行的に実施した事例を紹介する

とともに、委員会提言の概要を報告する。 

２．先行事例における課題 

 品確法第１４条に規定された技術提案に基づき予定価格を作成する手続を先行的に導入した事例の一覧表

を表－１に示す。５件が設計・施工一括発注方式の適用工事、残りの２件は規模の大きなダム建設工事であり、

いずれも民間企業からの高度な技術提案を期待したものと考えられる。これらの先行事例から以下の課題が明

らかとなった。 

・ 競争参加者が有効な技術提案を行うためには技術提案の作成期間を十分に確保する必要がある。 

・ 技術評価点（加算点）が低いにもかかわらず、入札価格が低いことにより落札している事例が見られる。

提案のインセンティブを高め、技術提案による競争を促進するため、工事内容を踏まえた適切な評価項目

を設定するともに、加算点を高めに設定する必要がある。 

表－１ 技術提案に基づき予定価格を作成した事例（平成１７年度） 

 キーワード 入札・契約方式，総合評価方式，高度技術提案型 
 連絡先   〒305-0804 茨城県つくば市旭１ 建設マネジメント技術研究室 ＴＥＬ029-864-4239 
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尾原ダム建設第１
期工事

施工のみ 設計・施工一括 設計・施工一括 設計・施工一括 設計・施工一括 設計・施工一括 施工のみ
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方法/仮設備計画
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ライフサイクルコス
ト
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縮/建設汚泥の発
生抑制対策

施工日数の短縮/
建設廃棄物処理対
策/夜間照明対策
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○ ○ ○ － ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10,263 947 3,343 204 3,602 5,842 12,073
9,550 595 1,940 98 3,520 5,750 10,280

業者名
西松・佐藤・東急
特定JV

清水建設（株） 大成建設（株） アイサワ工業（株）
鉄建・オリエンタル
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清水・飛島・東亜
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加算点 10点（１位） ４点（４位） 22点（２位） 10点（３位） 10点（１位） 2.4点（１位） 7.6点（１位）
入札価格 最低価格者 最低価格者 最低価格者 最低価格者 最低価格者 最低価格者 最低価格者
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評価項目

加算点の満点
技術対話の実施

地整名

工事件名

発注形態
手続期間

技術提案に基づく
予定価格の作成
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・ 技術提案の見積に基づき予定価格を作成することとしているが、予定価格と入札価格に大きな乖離が見ら

れる事例があり、見積の妥当性の検証が重要である。 

・ 発注者側で事前に施工合理化やコスト縮減、品質確保のための方策を十分に検討する場合には発注者が作

成した標準案を上回る技術提案があまり期待できない。 

・ 技術提案・見積の作成や審査等の手続にかかる受発注者双方の負担が大きい。 

３．委員会提言の概要 

 先行事例における課題をも踏まえ、委員会において提言をとりまとめた。概要を以下に紹介する。 

(1) 適用の考え方 
工事規模の大小にかかわらず技術的工夫の余地が大きい工事において高度技術提案型を適用するものとし、

３類型に整理した。Ⅰ型及びⅡ型については設計・施工一括発注方式を適用することを基本としている。 

〔Ⅰ型〕通常の構造・工法では工期等の制約条件を満足した工事が実施できない場合 

〔Ⅱ型〕想定される有力な構造・工法が複数存在するため、発注者としてあらかじめ一つの構造・工法に絞り

込まず、幅広く技術提案を求め、最適案を選定することが適切な場合 

〔Ⅲ型〕標準技術による標準案に対し、高度な施工技術や特殊な施工方法の活用により、社会的便益が相当程

度向上することを期待する場合 

(2)手続の流れ 

 手続の流れを図－１に示す。技術提案提出前の競争参加資格の審査、技術提案の改善を図るための技術対話、

技術提案に基づく予定価格の作成が特徴的な手続である。 

1)評価方法の設定 評価項目として技術提案に加え、技術提案に係る具体的な施工計画についても評価するこ

ととし、加算点を３０点以上に設定することが望ましいとした。 

2)技術提案の改善（技術対話） 技術対話は、技術提案を提出したすべての競争参加者を対象に実施する。技

術対話において、発注者から競争参加者に提示する事項は発注者の要求事項に係る指摘及び発注者からの提案

に限るものとし、他者の技術提案、参加者数等の他者に係わる情報は一切提示しないこととした。 

3)予定価格の作成 最終的

に最も優れた技術提案を採

用できるように、技術評価

点の最も高い技術提案に基

づき予定価格を算定するこ

とを基本とした。 

4)その他 総価契約単価合

意方式の適用、改善過程の

公表、技術提案の履行の確

保、今後の課題等について

述べている。 

４．おわりに 

国土技術政策総合研究所

においては、今後も総合評

価方式の事例の分析を通じ

て、適宜必要な改善を図る

とともに、総合評価方式の

活用促進に努めていきたい

と考えている。                   図－１ 手続の流れ 
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